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東京都台東区保育所等整備協力金制度要綱 

平成２６年１１月４日 ２６台都住第４８９号 

（目 的） 

第１条 この要綱は、東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所

等の整備に係る事前届出等に関する条例（平成２６年６月台東区条例第１６

号。以下「条例」という。）に基づく保育所等の整備に代えて、保育所等整備

協力金（以下「整備協力金」という。）を納付する制度について定めることに

より、保育所等の整備及び子育て環境の充実に資することを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例に

よる。 

 

（整備協力金） 

第３条 東京都台東区長（以下「区長」という。）は、大規模マンションの建設

を行う事業者が、条例第６条の規定により保育所等の整備について協力でき

ない旨の回答をしたときは、当該保育所等の整備に代えて、住戸の総戸数に対

して１戸当たり３０万円の整備協力金を台東区へ拠出することについて、整

備協力金に係る要請書（第１号様式）により当該事業者に要請することができ

る。 

２ 事業者は、前項の規定による要請に基づき整備協力金を拠出するときは、建

設事業完了前までに、整備協力金に係る寄付証書（第２号様式。「以下「寄付

証書」という。）を区長に提出しなければならない。 

３ 前項の寄付証書を提出した事業者は、当該事業者の所在地、名称、代表者若

しくは連絡先を変更する場合又は建設事業の譲渡を行う場合その他建設事業

を行う者を変更する場合は、整備協力金に係る事業者変更届（第３号様式）に

より区長に届け出なければならない。 

４ 事業者は、第１項の規定により整備協力金を要請された建設事業を中止す

るときは、遅滞なく、整備協力金に係る建設事業取下げ届（第４号様式）を区

長に提出しなければならない。 

 

（整備協力金の使途） 

第４条 整備協力金は、次に掲げる事業に要する費用に充当するものとする。 

 (１) 認可保育所整備事業 

 (２) 小規模保育事業所整備事業 

 (３) 事業所内保育事業所整備事業 
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 (４) 区長が特に必要と認める事業 

 

（拠出方法） 

第５条 第３条第２項の規定により寄付証書を提出した事業者は、建設事業完

了後に整備協力金に係る寄付申込書（第５号様式）を区長へ提出し、整備協力

金として寄付しなければならない。 

 

（基金の管理） 

第６条 区長は、前条の規定により寄付を受けたときは、保育所等の整備及び子

育て環境の充実に資するための基金として管理するものとする。 

 

（勧 告） 

第７条 区長は、事業者が第３条第２項若しくは第３項又は第５条に規定する

手続を行わないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置

を講ずるよう勧告することができる。 

 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年１２月２５日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

（経過措置） 

２ この要綱は、施行日以後に事業者が行う土地取引等について適用する。 

３ この要綱は、施行日の前日までに東京都台東区集合住宅の建築及び管理に

関する条例（平成１７年３月台東区条例第３号）第６条第１項の規定による届

出があった建設事業については、適用しない。 

 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱は、施行日以後に東京都台東区大規模マンション等の建設におけ

る保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例第４条第１項の規定による

届出があった建設事業について適用し、同日前に同項の規定による届出があ

った建設事業については、なお従前の例による。 


